
担

当

課

（

室

）

目

次

発

行

岡

山

県

担

当

課

（

室

）

目

次

【

教

育

委

員

会

】

○

岡

山

県

教

育

委

員

会

職

員

の

職

の

設

置

に

関

す

教

育

委

員

会

る

規

則

の

一

部

を

改

正

す

る

規

則

○

岡

山

県

教

育

委

員

会

事

務

局

の

組

織

及

び

事

務

〃

分

掌

規

則

の

一

部

を

改

正

す

る

規

則

○

岡

山

県

立

博

物

館

の

組

織

及

び

事

務

分

掌

規

則

〃

の

一

部

を

改

正

す

る

規

則

○

岡

山

県

教

育

委

員

会

職

員

の

服

務

規

程

の

一

部

〃

改

正

○

岡

山

県

教

育

委

員

会

事

務

決

裁

規

程

の

一

部

改

〃

正

○

岡

山

県

教

育

委

員

会

文

書

保

存

分

類

表

の

一

部

〃

改

正

（

以

上

県

例

規

集

登

載

）

○

行

政

行

為

等

の

重

要

書

類

に

使

用

す

る

公

印

の

〃

一

部

改

正

岡

山

県

公

報

平成２９年３月３１日 号 外



◎
岡
山
県
教
育
委
員
会
規
則
第
五
号

岡
山
県
教
育
委
員
会
職
員
の
職
の
設
置
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
次
の
よ
う
に
定

め
る
。平

成
二
十
九
年
三
月
三
十
一
日

岡

山

県

教

育

委

員

会

岡
山
県
教
育
委
員
会
職
員
の
職
の
設
置
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

岡
山
県
教
育
委
員
会
職
員
の
職
の
設
置
に
関
す
る
規
則
（
昭
和
三
十
一
年
岡
山
県
教
育
委
員
会
規
則

第
十
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
二
条
第
一
項
第
三
号
中
「
総
括
参
事
」
を

に
改
め
る
。

「
統
括
学
芸
員

総
括
参
事

」

附

則

こ
の
規
則
は
、
平
成
二
十
九
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

平成２９年３月３１日　岡山県公報　号外



◎
岡
山
県
教
育
委
員
会
規
則
第
六
号

岡
山
県
教
育
委
員
会
事
務
局
の
組
織
及
び
事
務
分
掌
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
次
の
よ
う
に

定
め
る
。

平
成
二
十
九
年
三
月
三
十
一
日

岡

山

県

教

育

委

員

会

岡
山
県
教
育
委
員
会
事
務
局
の
組
織
及
び
事
務
分
掌
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

岡
山
県
教
育
委
員
会
事
務
局
の
組
織
及
び
事
務
分
掌
規
則
（
昭
和
三
十
一
年
岡
山
県
教
育
委
員
会
規

則
第
十
二
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
三
条
第
三
項
を
削
る
。

第
五
条
中
「
、
保
健
体
育
課
及
び
保
健
体
育
課
高
校
総
体
推
進
室
」
を
「
及
び
保
健
体
育
課
」
に
改

め
る
。

第
十
三
条
第
二
項
を
削
る
。

第
二
十
二
条
の
表
中
「
岡
山
市

」
を
削
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
平
成
二
十
九
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
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◎
岡
山
県
教
育
委
員
会
規
則
第
七
号

岡
山
県
立
博
物
館
の
組
織
及
び
事
務
分
掌
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

平
成
二
十
九
年
三
月
三
十
一
日

岡

山

県

教

育

委

員

会

岡
山
県
立
博
物
館
の
組
織
及
び
事
務
分
掌
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

岡
山
県
立
博
物
館
の
組
織
及
び
事
務
分
掌
規
則
（
昭
和
四
十
六
年
岡
山
県
教
育
委
員
会
規
則
第
十
二

号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
四
条
中
「
総
括
参
事
」
を

に
改
め
る
。

「
統
括
学
芸
員

総
括
参
事

」

第
五
条
中
第
九
項
を
第
十
項
と
し
、
第
三
項
か
ら
第
八
項
ま
で
を
一
項
ず
つ
繰
り
下
げ
、
第
二
項
の

次
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

、

、

。

３

統
括
学
芸
員
は

上
司
の
命
を
受
け

県
立
博
物
館
内
の
重
要
事
項
に
関
す
る
事
務
を
掌
理
す
る

附

則

こ
の
規
則
は
、
平
成
二
十
九
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

平成２９年３月３１日　岡山県公報　号外



◎
岡
山
県
教
育
委
員
会
訓
令
第
一
号

庁

中

一

般

教

育

事

務

所

教

育

機

関

県

立

学

校

岡
山
県
教
育
委
員
会
職
員
の
服
務
規
程
（
昭
和
三
十
六
年
岡
山
県
教
育
委
員
会
訓
令
第
二
号
）
の
一

部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

平
成
二
十
九
年
三
月
三
十
一
日

岡

山

県

教

育

委

員

会

「

」

「

（

「

」

第
十
二
条
の
二
第
一
項
中

介
護
休
暇
を

を

介
護
休
暇

以
下
こ
の
条
に
お
い
て

介
護
休
暇

と
い
う

）
を
」
に

「
介
護
休
暇
申
請
書
」
を
「
介
護
休
暇
指
定
期
間
申
出
書
」
に

「
教
育
委
員
会

。

、

、

の
承
認
を
受
け
な
け
れ
ば
」
を
「
、
指
定
期
間
（
条
例
第
九
条
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
指
定
期
間
を

い
う

以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ

の
指
定
を
申
し
出
な
け
れ
ば

に
改
め

同
条
第
二
項
中

介

。

。
）

」

、

「

」

「

」

、「

」

「

」

、

護
休
暇
の
承
認
の
申
請

を

前
項
の
規
定
に
よ
る
申
出

に

申
請
を

を

申
出
を

に
改
め

同
条
第
三
項
中
「
介
護
休
暇
を
受
け
た
場
合
に
お
い
て
」
を
「
職
員
は
」
に

「
介
護
休
暇
の
期
間
」

、

を
「
指
定
期
間
」
に

「
職
務
復
帰
届
（
様
式
第
四
号
の
三
）
に
よ
り
」
を
「
そ
の
旨
を
」
に
改
め
、

、

同
項
を
同
条
第
五
項
と
し
、
同
条
第
二
項
の
次
に
次
の
二
項
を
加
え
る
。

３

介
護
休
暇
の
承
認
の
申
請
は
、
指
定
期
間
の
指
定
後
に
お
い
て
、
介
護
休
暇
承
認
申
請
書
（
様
式

第
四
号
の
三
）
に
よ
り
行
う
も
の
と
す
る
。

４

第
二
項
の
規
定
は
、
介
護
休
暇
の
承
認
の
申
請
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

第
十
二
条
の
二
の
次
に
次
の
二
条
を
加
え
る
。

（
介
護
時
間
）

職
員
は
、
条
例
第
六
条
に
規
定
す
る
介
護
時
間
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
介
護
時

第
十
二
条
の
三

間
」
と
い
う

）
を
受
け
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
介
護
時
間
承
認
申
請
書
（
様
式
第
四
号
の
四
）
に

。

よ
り
、
承
認
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

職
員
は
、
介
護
時
間
の
期
間
が
満
了
し
た
と
き
又
は
当
該
期
間
の
中
途
で
介
護
時
間
を
受
け
る
必

要
が
な
く
な
つ
た
と
き
は
、
そ
の
旨
を
届
け
出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３

前
条
第
二
項
の
規
定
は
、
介
護
時
間
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

（
子
育
て
支
援
時
間
）

職
員
は
、
条
例
第
六
条
に
規
定
す
る
子
育
て
支
援
時
間
（
次
項
に
お
い
て
「
子
育
て

第
十
二
条
の
四
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支
援
時
間
」
と
い
う

）
を
受
け
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
子
育
て
支
援
時
間
承
認
申
請
書
（
様
式
第

。

四
号
の
五
）
に
よ
り
、
承
認
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

第
十
二
条
の
二
第
二
項
及
び
前
条
第
二
項
の
規
定
は
、
子
育
て
支
援
時
間
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

様
式
第
四
号
の
二
中

「

次
の
と
お
り
承
認
し
て
よ
ろ
し
い
か
。

を

介
護

休
暇

申
請

書

」

「

介
護
休
暇
指
定
期
間
申
出
書

申

に
、「

」

」
を
「

」
に
、

請
し
ま
す

申
し
出
ま
す

「

を

申
請
期
間

年
月

日
か
ら

年
月

日
ま
で

日

（
及
び
時
間

間
の
間
で

日
時
間

）

，

」

「

指
定
を
希
望

（

）

年
月

日
年

月
日

日
間

～
す
る
期
間

に
改
め

介
護
休
暇
の

□
毎
日

時
分

時
分

（

）

～

（

）

予
定

□
そ
の
他

（

）

こ
れ
ま
で
の

前
回

年
月

日
年

月
日

日
間

～

（

）

指
定
期
間

前々
回

年
月

日
年

月
日

日
間

～

」

る
。様

式
第
四
号
の
三
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

平成２９年３月３１日　岡山県公報　号外



様式第四号の三（第十二条の二関係）

人事担当課長 人事担当参事 人事担当班長 班 台 帳 通 知

所 属 長
庶 務 担 当

班 長 班 台 帳 出勤簿
班（課）長

介護休暇承認申請書

岡山県教育委員会職員の服務規程（昭和36年岡山県教育委員会訓令第２号）

第12条の２第３項の規定により，次のとおり申請します。

年 月 日

岡山県教育委員会殿

所属課（室）所名

職 名 氏 名 ,

要介護者に 氏名 続柄 年齢

関する事項

同居
の別

□ 同 居 介護が必要と
年 月 日

別居 □ 別 居 なつた時期

指 定 期 間 年 月 日から 年 月 日まで（ 回目）

（ 年 月 日付け， 第 号で指定）

申 請 期 間 期間 時間

及 び 時 間

年 月 日 □ 毎日 時 分～ 時 分

□ その他

～ 年 月 日 （ ） 時 分～ 時 分

年 月 日 □ 毎日 時 分～ 時 分

□ その他

～ 年 月 日 （ ） 時 分～ 時 分

年 月 日 □ 毎日 時 分～ 時 分

□ その他

～ 年 月 日 （ ） 時 分～ 時 分

備 考

注意 上記様式中「庶務担当班（課）長」及び「班長」欄は，課又は班制を有しない所

属課（室）所（学校を含む。）にあつては，これらに相当する職員とする。
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様
式
第
四
号
の
三
の
次
に
次
の
二
様
式
を
加
え
る
。
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様式第四号の四（第十二条の三関係）

人事担当課長 人事担当参事 人事担当班長 班 台 帳 通 知

所 属 長
庶 務 担 当

班 長 班 台 帳 出勤簿
班（課）長

介護時間承認申請書

岡山県教育委員会職員の服務規程（昭和36年岡山県教育委員会訓令第２号）
第12条の３第１項の規定により，次のとおり申請します。

年 月 日

岡山県教育委員会殿

所属課（室）所名
職 名 氏 名 ,

要介護者に 氏名 続柄 年齢
関する事項

同居
の別

□ 同 居 介護が必要と
年 月 日

別居 □ 別 居 なつた時期

要介護者の
状 態 及 び
具 体 的 な 介護休暇に係る指定期間の有無
介護の内容 □ 無・□ 有（ 年 月 日～ 年 月 日）

申 請 期 間 期間 時間
及 び 時 間

年 月 日 □ 毎日 時 分～ 時 分
□ その他

～ 年 月 日 （ ） 時 分～ 時 分

年 月 日 □ 毎日 時 分～ 時 分
□ その他

～ 年 月 日 （ ） 時 分～ 時 分

年 月 日 □ 毎日 時 分～ 時 分
□ その他

～ 年 月 日 （ ） 時 分～ 時 分

備 考

人事担当課 上記の要介護者に係る介護時間についての連続する３年以内の期間
記 入 欄 年 月 日～ 年 月 日

注意 上記様式中「庶務担当班（課）長」及び「班長」欄は，課又は班制を有しない所
属課（室）所（学校を含む。）にあつては，これらに相当する職員とする。
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様式第四号の五（第十二条の四関係）

人事担当課長 人事担当参事 人事担当班長 班 台 帳 通 知

所 属 長
庶 務 担 当

班 長 班 台 帳 出勤簿
班（課）長

子育て支援時間承認申請書

岡山県教育委員会職員の服務規程（昭和36年岡山県教育委員会訓令第２号）

第12条の４第１項の規定により，次のとおり申請します。

年 月 日

岡山県教育委員会殿

所属課（室）所名

職 名 氏 名 ,

申請に係る 氏名 続柄

子に関する

事 項 生年月日 年 月 日生 年齢

申 請 期 間 期間 時間

及 び 時 間

年 月 日 □ 毎日 時 分～ 時 分

□ その他

～ 年 月 日 （ ） 時 分～ 時 分

年 月 日 □ 毎日 時 分～ 時 分

□ その他

～ 年 月 日 （ ） 時 分～ 時 分

年 月 日 □ 毎日 時 分～ 時 分

□ その他

～ 年 月 日 （ ） 時 分～ 時 分

配 偶 者 の
□ 有 ・ □ 無

就業の有無

備 考

注意 上記様式中「庶務担当班（課）長」及び「班長」欄は，課又は班制を有しない所

属課（室）所（学校を含む。）にあつては，これらに相当する職員とする。
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附

則

（
施
行
期
日
）

１

こ
の
訓
令
は
、
平
成
二
十
九
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

２

こ
の
訓
令
に
よ
る
改
正
前
の
岡
山
県
教
育
委
員
会
職
員
の
服
務
規
程
に
定
め
る
様
式
に
よ
る
用
紙

は
、
当
分
の
間
、
所
要
の
調
整
を
し
て
使
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
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◎
岡
山
県
教
育
委
員
会
訓
令
第
二
号

庁

中

一

般

教

育

事

務

所

教

育

機

関

岡
山
県
教
育
委
員
会
事
務
決
裁
規
程
（
昭
和
四
十
二
年
岡
山
県
教
育
委
員
会
訓
令
第
三
号
）
の
一
部

を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

平
成
二
十
九
年
三
月
三
十
一
日

岡

山

県

教

育

委

員

会

取
消
し
並
び
に

取
消
し

取
消
し

取

別
表
第
二
教
育
政
策
の
項
２
中
「

」
を
「

」
に

「

（
」
を
「

、

，

（
」

、

「

」

消
し
並
び
に
子
育
て
支
援
時
間
の
承
認
及
び
承
認
の
取
消
し

介
護
休
暇
の

に
改
め

同
項
３
中

「

」

、

、

の
次
に

を
加
え

同
項
中

を

と
し

指
定
期
間
の
指
定

介
護
休
暇
の
承
認
及
び
介
護
時
間
の

，

11

12

３
か
ら

ま
で
を
一
ず
つ
繰
り
下
げ
、
２
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

10

３
高
齢
者
部
分
休
業
の
承
認
及
び
承
認

の
取
消
し
並
び
に
休
業
時
間
の
延
長
の

○

承
認
及
び
短
縮

本
庁

教
育
事
務
所

（

，

及
び
教
育
機
関
の
職
員
並
び
に
県
立
学

校
の
事
務
関
係
職
員
に
係
る
も
の
に
限

）

る

。

別
表
第
二
教
職
員
の
項
３
中
「

」
を
「

」
に

「

）

」
を

取
消
し
並
び
に

取
消
し

除
く

並
び
に

、

。

，

除
く

部
分
休
業
の
承
認
及
び
承
認
の
取
消
し

並
び
に
子
育
て
支

「

）

」
に
改
め

「

」
の
次
に
「

。

、

，

援
時
間
の
承
認
及
び
承
認
の
取
消
し

介
護
休
暇
の

指
定
期
間
の

」
を
加
え
、
同
項
４
中
「

」
の
次
に
「

」
を
加
え
、
同
項
中

を

と
し
、
４
か
ら

ま
で
を
一

指
定

介
護
休
暇
の
承
認
及
び
介
護
時
間
の

，

13

14

12

ず
つ
繰
り
下
げ
、
３
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

４
県
立
学
校
教
職
員
の
高
齢
者
部
分
休

○

業
の
承
認
及
び
承
認
の
取
消
し
並
び
に

休
業
時
間
の
延
長
の
承
認
及
び
短
縮
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介
護
休
暇
の

指
定
期
間
の
指
定

介
護
休
暇
の
承
認
及
び
介
護

別
表
第
三

の
項
中
「

」
の
次
に
「

14

，

」
を
加
え
る
。

時
間
の

附

則

こ
の
訓
令
は
、
平
成
二
十
九
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
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◎
岡
山
県
教
育
委
員
会
訓
令
第
三
号

庁

中

一

般

教

育

事

務

所

教

育

機

関

県

立

学

校

岡
山
県
教
育
委
員
会
文
書
保
存
分
類
表
（
平
成
八
年
岡
山
県
教
育
委
員
会
訓
令
第
二
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

平
成
二
十
九
年
三
月
三
十
一
日

岡

山

県

教

育

委

員

会

第
一
表
Ｂ
教
育
政
策
の
表
３
秘
書
広
報
の
部
５
広
報
公
聴
の
項
中
「報

道

」
を
「報

道
発
表
資
料

」
に
改
め
る
。

「

「

第
一
表
Ｃ
財
務
の
表
１
総
括
の
部
１
補
助
金
の
項
中

２
公
立
文
教
施
設
災
害
復
旧
費

1
0

を

２
公
立
文
教
施
設
災
害
復
旧
費

1
0

に

」

３
ふ
る
さ
と
岡
山
“
学
び
舎
”
環
境
整
備
事
業

５

」

「

「

改
め
、
同
表
４
施
設
の
部
２
施
設
の
項
中

2
1

Ｕ
Ｄ
整
備
事
業

５

を

2
1

Ｕ
Ｄ
整
備
事
業

５

に
改
め
る
。

」

2
2

長
寿
命
化
関
係
書
類

５

」

「

「

第
一
表
Ｄ
教
職
員
の
表
４
人
事
の
部
５
服
務
の
項
中

勤
務
評
定

２

を

不
祥
事
防
止
対
策

５

に
改
め
る
。

勤
務
評
価

３
人
事
評
価

５

」

」

「

「

第
一
表
Ｅ
高
校
教
育
の
表
１
総
括
の
部
４
教
育
課
程
の
項
中

修
学
旅
行

３

を

に
改

」

」

「

「

め
、
同
表
３
指
導
の
部
１
国
際
理
解
教
育
の
項
中

５
５

を

５
ス

パ
グ
ロ

バ
ル
ハ
イ
ス
ク

ル
５

に

改

ー
ー

ー
ー

」

６
グ
ロ
バ
ル
化
に
対
応
し
た
教
育

３
ー

」

ス
パ

グ
ロ

バ
ル
ハ
イ
ス
ク

ル
ー

ー
ー

ー
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め
、
同
部
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

４
学
力
向
上

１
高
校
生
の
基
礎
学
力
の
定
着
に
向
け
た
学
習

５

改
善
の
た
め
の
調
査
研
究
事
業

２
高
等
学
校
学
力
向
上
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト

３

「

第
一
表
Ｅ
高
校
教
育
の
表
５
管
理
の
部
８
学
校
管
理
の
項
中

６
岡
山
県
学
校
管
理
シ
ス
テ
ム

５

を
」

「

「

６
岡
山
県
学
校
管
理
シ
ス
テ
ム

５

に
改
め
、
同
部
Ｌ
特
色
あ
る
学
校
づ
く
り
の
項
中

２
高
等
学
校
魅
力
化
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
支
援
事
業

３

を

７
修
学
旅
行

３
３

コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
ス
ク
ル

３
ー

」

」

「

２
お
か
や
ま
創
生

高
校
パ
ワ
ア
ッ
プ
事
業

５
ー

３
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
ス
ク
ル

３

に
改
め
る
。

ー

４
国
際
バ
カ
ロ
レ
ア

５
」

第
一
表
Ｇ
生
涯
学
習
の
表
１
総
括
の
部
７
社
会
教
育
関
係
団
体
の
項
中
「岡

山
県
国
公
立
幼
稚
園
Ｐ
Ｔ
Ａ
連
絡
協
議
会

」
を
「岡

山
県
国
公
立
幼
稚
園
・
こ
ど
も
園
Ｐ
Ｔ
Ａ
連
絡
協
議
会

」
に
改
め
、
同
表
２
振
興

「

「

社
会
教
育
施
設
整
備
費

５

の
部
３
県
費
補
助
の
項
中

社
会
教
育
事
業
費

５

を

に
改
め
、
同
表
４
社
会
教
育
の
部
１
家
庭

少
年
団
体
交
歓
大
会

５

放
課
後
子
ど
も
教
室
推
進
事
業
費
補
助
金

５

」

」

「

「

1
7

親
育
ち
応
援
隊
！
家
庭
教
育
支
援
チ
ム

５
ー

・
地
域
教
育
の
項
中

1
7

親
育
ち
応
援
隊
！
家
庭
教
育
支
援
チ
ム

５

を

1
8

地
域
未
来
塾

５

に
改
め
、
同
表
５
奨
学
事
業
の
部
２

ー
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」

1
9

子
ど
も
安
全
安
心
ネ
ッ
ト
サ
ポ

タ
事
業

５
ー

ー

」

「

「

貸
付
奨
学
金
の
項
中

貸
与
書
類

1
0

を

に
改
め
、
同
部
４
高
等
学
校
授
業
料
減
免
事
業

」

」

等
支
援
臨
時
特
例
基
金
の
項
を
削
る
。

「

「

近
代
化
遺
産
調
査

1
0

第
一
表
Ｈ
文
化
財
の
表
２
文
化
財
保
護
の
部
３
調
査
の
項
中

歴
史
の
道
百
選

1
0

を

に
改

近
代
和
風
建
築
総
合
調
査

10

」

」

め
、
同
表
３
埋
蔵
文
化
財
の
部
１
総
括
の
項
中
「対

策
委
員
会
連
絡
会
議

」
を
「対

策
委
員
会
・
専
門
委
員
会
・
連
絡
会
議

」
に
改
め
る
。

「

「

第
一
表
Ｉ
福
利
の
表
１
福
利
の
部
５
退
職
手
当
の
項
中

1
2

計
算
書

（臨
時
的
任
用
職
員

）

５

を

1
2

計
算
書

（臨
時
的
任
用
職
員

）

５

」

1
3

支
払
調
書

７

」

に
改
め
、
同
部
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

７
個
人
型
確
定

１
個
人
型
確
定
拠
出
年
金
総
括

５

拠
出
年
金

２
例
規

永

３
事
業
主
証
明

３

「

第
一
表
Ｉ
福
利
の
表
４
健
康
管
理
の
部
３
健
康
管
理
の
項
中

５
メ
ン
タ
ル
ヘ
ル
ス

５

を
」

「

５
メ
ン
タ
ル
ヘ
ル
ス
対
策
総
括

５

６
復
職
支
援
シ
ス
テ
ム

５
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７
メ
ン
タ
ル
ヘ
ル
ス
出
前
研
修

５

に
改
め
る
。

８
メ
ン
タ
ル
ヘ
ル
ス
支
援
員

５

９
ス
ト
レ
ス
チ
ェ
ッ
ク

５

」

「

第
一
表
Ｌ
人
権
教
育
の
表
２
企
画
推
進
の
部
１
総
括
の
項
中

１
企
画
推
進
総
括

３

を
」

「

１
企
画
推
進
総
括

３

に
改
め
、
同
部
２
人
権
教
育
推
進
の
項
中
「明

る
い
学
校
づ
く
り
支
援
事
業

」
を
「落

ち
着
い
た
学
級
づ
く
り
支
援
事
業

」
に
改
め
る
。

２
第
３
次
岡
山
県
人
権
教
育
推
進
プ
ラ
ン

５

」

「

「

第
一
表
Ｎ
義
務
教
育
の
表
２
指
導
の
部
２
国
庫
補
助
の
項
中

幼
稚
園
就
園
奨
励
費

1
0

を

に
改

」

」

め
、
同
部
３
県
費
補
助
の
項
中
「岡

山
チ
ャ
レ
ン
ジ
ワ
ク
推
進
事
業

」
を
「チ

ャ
レ
ン
ジ
・
ワ
ク
1
4

」
に
改
め
る
。

ー
ー

「

「

第
二
表
１
共
通
の
表
５
人
事
の
部
３
服
務
の
項
中

勤
務
評
定

３

を

に
、

」

」

「

「

１

を

１

に
改
め
る
。

３
５

」

」

「

第
二
表
２
教
育
事
務
所
の
表
３
教
職
員
の
部
１
人
事
の
項
中

1
6

各
種
職
選
考
審
査

１

を
」

「

「

「

1
6

各
種
職
選
考
審
査

１

に
改
め
、
同
部
３
服
務
の
項
中

1
0

を
1
0

に
改
め
、
同
表
５
生
涯
学
習
の
部
２
社
会
教
育
の
項
中

1
7

人
事
評
価

５
３

1
0

平成２９年３月３１日　岡山県公報　号外



」

」

」

「

「

派
遣
社
会
教
育
主
事

５

を

に
改
め
、
同
部
Ｃ
補
助
・
委
託
事
業
の
項
中
「教

育
支
援
活
動
コ
ー

」

」

「

デ
ィ
ネ
タ
等
研
修
会

」
を
「統

括
・
中
核
コ
デ
ィ
ネ
タ
養
成
講
座
及
び
地
域
学
校
協
働
活
動
研
修
会

」
に
、

防
災
キ
ャ
ン
プ
推
進
事
業

５

を

ー
ー

ー
ー

ー

」

「

「

に
、

若
者
が
主
役
！
地
域
ま
る
ご
と
活
性
化
事
業

５

を

」

」

「

「

に
、

3
1

学
校
支
援
地
域
本
部

５

を

」

」

「

3
1

学
校
支
援
地
域
本
部

５

3
2

中
高
生
が
活
躍
！
お
か
や
ま
創
生
を
支
え
る

５

に
改
め
る
。

人
づ
く
り
推
進
事
業

」

「

「

第
二
表

県
立
学
校
の
表
１
総
括
の
部
１
総
括
の
項
中

1
1

再
編
整
備

５

を

1
1

再
編
整
備

５

」

1
2

ふ
る
さ
と
岡
山
“
学
び
舎
”
環
境
整
備
事
業

５

11

」

「

「

に
改
め
、
同
表
２
庶
務
の
部
１
総
括
の
項
中

1
1

教
職
員
業
務
記
録
票

３

を

1
1

教
職
員
業
務
記
録
票

３

に
改
め
る
。

」
1
2

給
与
明
細
書
電
子
交
付
同
意
書

１

」

「

「

第
二
表

県
立
図
書
館
の
表
５
サ
ー
ビ
ス
の
部
１
貸
出
の
項
中

利
用
統
計
表

５

を

に

13
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」

」

改
め
る
。

「

第
二
表

総
合
教
育
セ
ン
タ
ー
の
表
４
教
科
教
育
の
部
１
所
員
研
究
の
項
中

５
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
研
究

３

を

14

」

「

５
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
研
究

３

に
改
め
る
。

６
教
育
研
究
発
表
大
会

３

」

附

則

こ
の
訓
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
し
、
平
成
二
十
八
年
度
以
降
に
お
い
て
完
結
し
た
文
書
か
ら
適
用
す
る
。
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◎
岡
山
県
教
育
委
員
会
告
示
第
二
号

昭
和
四
十
五
年
岡
山
県
教
育
委
員
会
告
示
第
一
号
（
岡
山
県
教
育
委
員
会
公
印
の
寸
法
及
び
管
理
に
関
す
る
規
程
（
昭
和
三
十
二
年
岡
山
県
教
育
委
員
会
規
則
第
一
号
）
第
三
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
行
政
行
為

等
の
重
要
書
類
に
使
用
す
る
公
印
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
し
、
平
成
二
十
九
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

平
成
二
十
九
年
三
月
三
十
一
日

岡

山

県

教

育

委

員

会

表
中

「

岡
山
県
教
育
庁
生
徒
指
導
推
進
室
長
印

生
徒
指
導
推
進
室

〃

十
六
ノ
三

方
二
二
ミ
リ
メ
ー
ト
ル

室
長
の
公
文
書
用

岡
山
県
教
育
庁
保
健
体
育
課
高
校
総
体
推
進
室
長
印

保
健
体
育
課
高
校
総
体
推
進
室

〃

十
六
ノ
四

」

を「

岡
山
県
教
育
庁
生
徒
指
導
推
進
室
長
印

生
徒
指
導
推
進
室

〃

十
六
ノ
三

方
二
二
ミ
リ
メ
ー
ト
ル

室
長
の
公
文
書
用

」

に
改
め
る
。
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